
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

姫路開講!! 

開講決定!!

 

訓練施設名 アイ日本総合ビジネス学院 姫路校 

住所 姫路市北条１－４８－５  ヤングビル 
（アーヴェリエール迎賓館 駐車場入口隣 

姫路ベルコ姫路駅前ホール斜め前）

 

訓練内容に関する問い合わせ先 

アイ日本総合ビジネス学院 姫路校 

ＴＥＬ ０７９－２８４－５０４４ 

   練施設 訓 

 

訓練期間 平成23年 2月 15日(火)～平成23年 8月 12日(金)

訓練時間 土・日・祝祭日を除く週５日間 9：30～16：10 

募集定員 ２５名 

必要経費 テキスト代 18,000 円(※最大５回の分割納付可)

選 考 日 平成２３年２月７日（月）９：３０～ 

（面接終了者から随時解散）

選考方法 筆記試験、面接 

筆記試験は簡単な常識問題です。面接を重視します。

結果通知 平成２３年２月７日（月）発送 

 練内容   訓 

認定番号 

認 22-28-03-10-0946

 

①ﾊﾛｰﾜｰｸにて求職申込手続きをし「基金訓練受講申込書」を受取る。

②受講申込書を記入し、ﾊﾛｰﾜｰｸに提出。内容確認後、本人に交付。

③交付された受講申込書を訓練施設に郵送または直接持参下さい。

（締切日当日 1/17㊊ 必着）

下記にて、持参のみ受付いたします（1/17㊊ 18：00 まで） 

アイ日本総合ビジネス学院 加古川校 ℡079-456-7428 

加古川市加古川町寺家町 173-1 ニッケパークタウン南入口前

   込方法 

就職支援も充実!! 
【訓練の対象者】 

●原則、雇用保険が受給できない方 

●公共職業安定所に求職申込をしている方。 

●ハローワークにおいて、キャリア・コンサルティン

グを受けて、基金訓練のあっせんを受けた方 

●訓練を受けるために必要な能力等がある方 

【訓練・生活支援給付金について】 

雇用保険を受給できない方が、職業訓練を受講する

場合、「訓練・生活支援給付金」が支給されます。 
 

被扶養者のいる方 １２万円 

上記以外の方   １０万円 
 

●世帯の主たる生計者である方（前年の状況によります）

●申請時点で年収が２００万円以下、かつ世帯全体の年収

が３００万円以下の方 

●世帯全体で保有する金融資産が８００万円以下である方

●現在の居住地以外に土地・建物を所有していない方 

６か月ｺｰｽ

申 

 

受講要件・給付金に関する内容は 

住居地管轄のハローワークまでお尋ねください。 


